
令和2年9月1日
伊勢堂下町内会の皆様

伊勢堂下町内会
                                会長 鈴木 修平

町内会費の集金（令和２年度）について

　町内の皆様には日頃のご協力に感謝申し上げます。

　さて、新型コロナ・ウィルスの影響で見合わせておりました「町

内会費の集金」について８月２２日第２回役員会で協議の結果、次

のようになりました。

　今年度の会計につきましては、コロナの影響で多くの催しが中止になっ

て、お祭り等の寄付金の支出は無くなりましたが、連合町内会関連の各種会

費等は例年通り支払う必要があります。また、アパートの管理会社等からの

会費収入も、入居者が例年に比べ少なくなったということで減収の見込みで

す。このような状況から町内会費の集金は今年も「必要」であるとなった次

第で、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

　また、集金方法について「振込等」も検討しましたが、その為にわざわざ

外へ出ることになり、熱中症等のリスクも考えられることから、「従来通

り」の方が良いとなりました。

　新型コロナ・ウィルスの感染リスクをできるだけ減らす

ために、会員の皆様も会費を封筒に入れ、[班・お名前]を

書いて、お釣りの無いように準備していただく様よろしく

お願いします。

【役員】
　会　長：鈴木修平(273-5114)　  副会長：小池留光(272-7789)　
　副会長：庄子清民(273-0423)　  監　事：菅原敬一(234-0843) 　
　監　事：曳地信子(234-0156)　　会　計：小川昭子(233-1158)

・今年度の町内会費の集金は「必要」である。

・集金方法については、従来通り班長さんが「集金」する。

・金額は、従来通り「3,600円」(300円×12か月)とする。


